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大
分
県
食
品
衛
生
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
七
号

　
　
　

大
分
県
食
品
衛
生
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

　

大
分
県
食
品
衛
生
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
大
分
県
規
則
第
八
十
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
食
品
行
商
取
締
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
八
号

　
　
　

大
分
県
食
品
行
商
取
締
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

　

大
分
県
食
品
行
商
取
締
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
八
年
大
分
県
規
則
第
四
十
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　
　

附
　
則

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
九
号

　
　
　

食
品
衛
生
法
施
行
細
則

　

食
品
衛
生
法
施
行
細
則
（
平
成
十
二
年
大
分
県
規
則
第
三
十
五
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

　

（
趣
旨
）

第
一
条
　
こ
の
規
則
は
、
食
品
衛
生
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

　

う
。
）
、
食
品
衛
生
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号
。
以
下
「
政
令
」
と
い
う
。
）

　

及
び
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
二
十
三
号
。
以
下
「
省
令
」
と
い
う
。
）
の

　

施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
指
定
成
分
等
含
有
食
品
に
よ
る
健
康
被
害
情
報
の
届
出
）

第
二
条　

法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
指
定
成
分
等
含
有
食
品
に
よ
る
健
康
被
害
情
報
の
届

　

出
書
（
第
一
号
様
式
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
検
査
申
請
書
）

第
三
条　

政
令
第
五
条
第
二
項
の
申
請
書
は
、
検
査
申
請
書
（
第
二
号
様
式
）
と
す
る
。

　

（
食
品
衛
生
管
理
者
選
任
届
等
）

第
四
条　

省
令
第
四
十
九
条
第
一
項
の
届
書
は
、
食
品
衛
生
管
理
者
選
任
（
変
更
）
届
（
第
三
号
様
式
）
と

　

す
る
。

　

（
営
業
の
許
可
申
請
及
び
営
業
の
届
出
）

第
五
条　

省
令
第
六
十
七
条
の
申
請
書
及
び
省
令
第
七
十
条
の
二
の
届
出
書
は
、
営
業
許
可
申
請
書
・
営
業

　

届
（
新
規
、
継
続
）
（
第
四
号
様
式
）
と
す
る
。

２　

法
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
項
の
申
請
書
に
そ
の
事
項

　

を
明
ら
か
に
す
る
関
係
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

（
地
位
の
承
継
の
届
出
）

第
六
条　

省
令
第
六
十
八
条
第
一
項
、
第
六
十
九
条
第
一
項
及
び
第
七
十
条
第
一
項
の
届
出
書
は
、
地
位
承

　

継
届
（
第
五
号
様
式
）
と
す
る
。

　

（
変
更
の
届
出
）

第
七
条　

省
令
第
七
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
営
業
許
可
申
請
書
・
営
業
届
（
変
更
）
（
第
六
号
様

　

式
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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２　

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
省
令
第
六
十
七
条
第
一
号
、
第
二
号
、
第
四
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
項

　

に
係
る
変
更
の
届
出
に
あ
っ
て
は
、
変
更
事
項
を
明
ら
か
に
す
る
関
係
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　

い
。

　

（
廃
業
の
届
出
）

第
八
条　

省
令
第
七
十
一
条
の
二
の
届
出
書
は
、
営
業
許
可
申
請
書
・
営
業
届
（
廃
業
）
（
第
七
号
様
式
）

　

と
す
る
。

　

（
自
主
回
収
の
届
出
）

第
九
条　

法
第
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
自
主
回
収
届
（
着
手
・
変
更
・
終
了
）
（
第
八

　

号
様
式
）
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施

　

行
す
る
。

　

（
準
備
行
為
）

２　

食
品
衛
生
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
四
十
六
号
）
附
則
第
九
条
の
届
出
を

　

す
る
場
合
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
食
品
衛
生
法
施
行
細
則
第
三
号
様
式
を
、
こ
の
規
則
の
施
行

　

の
日
前
に
お
い
て
も
、
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
１
号
様
式
（
第
２
条
関
係
） 

 
指
定
成
分
等
含
有
食
品
に
よ
る
健
康
被
害
情
報
の
届
出
書 

 
年

 
 
月

 
 
日 

  
大
分
県
知
事
 

 
 
殿 

 
 
住

 
 
所 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
氏
 

 
名 

  
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

並
び
に
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

  
次
の
指
定
成
分
等
含
有
食
品
に
つ
い
て
健
康
被
害
情
報
を
得
た
の
で
、
食
品
衛
生
法
第
８
条
第
１
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
下
記
の
と
お
り
届
け
出
ま
す
。 

 
記 

 １
 
指
定
成
分
等
含
有
食
品
が
人
の
健
康
に
被
害
を
生
じ
、
又
は
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
旨
の
情
報

を
得
た
日 

 ２
 
指
定
成
分
等
含
有
食
品
の
製
品
名 

 ３
 
指
定
成
分
等
の
含
有
量 

 ４
 
食
品
衛
生
法
施
行
規
則
第
２
条
の
２
第
１
項
第
４
号
か
ら
第
８
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
 

 
別
添
の
と
お
り
 

  備
考

 
４
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
令
和
２
年
４
月

1
7
日
付
け
薬
生
食
基
発

0
4
1
7
第
１
号
厚
生
労
働
省
医

薬
･
生
活
衛
生
局
食
品
基
準
審
査
課
長
通
知
の
別
紙
様
式
「
健
康
食
品
の
摂
取
に
伴
う
有
害
事
象
情
報

提
供
票
」
に
必
要
事
項
を
記
載
の
上
、
添
付
す
る
こ
と
。
な
お
、
情
報
提
供
票
と
同
等
又
は
同
等
以
上

の
内
容
を
網
羅
し
て
い
る
資
料
が
あ
れ
ば
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
ほ
か
、
情
報
提
供
票
を
用

い
る
場
合
に
お
い
て
も
、
必
要
と
考
え
ら
れ
る
参
考
資
料
や
追
加
情
報
を
適
宜
添
付
し
て
届
け
出
て

差
し
支
え
な
い
。
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第
２
号
様
式
（
第
３
条
関
係
）

 

検
査

申
請

書
 

年
 

 
月

 
 
日
 

 
 
大
分
県
知
事
 
 
 
殿
 

住
所
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

申
請
者
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

氏
名
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

並
び
に
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
 

 
 
食
品
衛
生
法
第
2
6
条
第
1
項
の
検
査
を
受
け
た
い
の
で
、
下
記
の
と
お
り
申
請
し
ま
す
。
 

記
 

 
１

 
製
品
の
名
称
 

 
２

 
製
造
所
又
は
加
工
所
の
名
称
及
び
所
在
地
 

 
３

 
製
造
又
は
加
工
の
年
月
日
 

 
４

 
申
請
数
量
 

 
注

 
検
査
命
令
書
の
写
し
を
添
付
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
同
一
の
命
令
に
つ
き
既
に
検
査
の
申
請
を
行

い
、
検
査
命
令
書
の
写
し
を
提
出
し
て
い
る
場
合
は
、
添
付
を
要
し
な
い
。
 

第
３
号
様
式

（
第

４
条

関
係

）

①
全
粉
乳

（
容

量
が
1
,
4
0
0
グ
ラ
ム

以
下
で
あ
る

缶
に
収
め

ら
れ

た
も
の

）

②
加
糖
粉

乳
⑤

魚
肉
ハ

ム
⑧
食

用
油
脂
（

脱
色

又
は
脱

臭
の

過
程
を

経
て
製
造

さ
れ

る
も
の

）

③
調

製
粉
乳

⑥
魚

肉
ソ
ー
セ

ー
ジ

⑨
マ
ー
ガ

リ
ン

④
食
肉

製
品

⑦
放
射

線
照
射
食

品
⑩

シ
ョ
ー
ト
ニ

ン
グ

選
任

（
変

更
）

年
月

日
　

　
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日

備考

添
付

書
類

□
履

歴
書

　
　

□
資

格
等

を
証

す
る

書
面

□
営

業
者

に
対

す
る

関
係

を
証

す
る

書
面

（
ふ
り
が
な
）

電
話
番
号

担
当

者
氏

名

　
年

　
　

月
　

 
日

生

令
第

1
3
条

に
規

定
す

る
食

品
又

は
添

加
物

の
別

⑪
添
加

物
（
法
第

1
1
条

第
１
項

の
規
定
に

よ
り

規
格
が

定
め
ら
れ

た
も

の
）

食品衛生管理者情報

氏
名

（
ふ
り
が

な
）

年
　

　
月

　
 
日

生

住
所

職
名

職
種

職
務

内
容

施設情報

施
設

の
所

在
地

（
ふ
り
が
な
）

施
設

の
名

称
、

屋
号

、
商

号 食
品

衛
生

管
理

者
選

任
（

変
更

）
届

　
下

記
の

と
お

り
、

食
品

衛
生

管
理

者
を

選
任

（
変

更
）

し
た

の
で

、
食

品
衛

生
法

第
4
8
条

第
８

項
の

規
定

に
よ

り
届

け
出

ま
す

。
（

※
営

業
許

可
申

請
書

・
営

業
届

に
添

付
す

る
場

合
で

あ
っ

て
、

内
容

が
重

複
す

る
項

目
（

太
枠

内
）

は
記

載
を

省
略

す
る

こ
と

が
で

き
ま

す
。

）

届出者情報

郵
便
番
号
：

電
話
番
号

：
F
A
X
番
号

：

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
：

法
人

番
号

：

届
出

者
住

所
※
法

人
に
あ

っ
て
は

、
所
在

地

（
ふ
り
が
な
）

届
出

者
氏

名
※
法

人
に
あ

っ
て
は

、
そ
の

名
称
及

び
代
表

者
の
氏

名

年
　

　
　

月
　

　
　

日

大
分

県
知

事
　

　
　

殿

整
理

番
号

：
※

届
出

者
に
よ

る
記

載
は

不
要

で
す
。
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四

（
規
則
）

□
①
全
粉
乳
（
容
量
が
1
,
4
0
0
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
缶
に
収
め
ら
れ
た
も
の
）

□
②
加
糖
粉
乳
□
⑤
魚
肉
ハ
ム

□
⑧
食
用
油
脂
（
脱
色
又
は
脱
臭
の
過
程
を
経
て
製
造
さ
れ
る
も
の
）

□
③
調
製
粉
乳
□
⑥
魚
肉
ソ
ー
セ
ー
ジ

□
⑨
マ
ー
ガ
リ
ン

□
⑪
添
加
物
（
法
第
1
1
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
規
格
が
定
め
ら
れ
た
も
の
）

□
④
食
肉
製
品
□
⑦
放
射
線
照
射
食
品

□
⑩
シ
ョ
ー
ト
ニ
ン
グ

（
ふ
り
が
な
）

食
品
衛
生
管
理
者
の
氏
名
　
※
「
食
品
衛
生
管
理
者
選
任
（
変
更
）
届
」
も
別
途
必
要
。

使
用
水
の
種
類

自
動
車
登
録
番
号

※
自
動
車
に
お
い
て
調
理
を
す
る
営
業
の
場
合

①
水
道
水
（
□
水
道
水

□
専
用
水
道

□
簡
易
専
用
水
道
）

②
□
①
以
外
の
飲
用
に
適
す
る
水

（
ふ
り
が
な
）

ふ
ぐ
処
理
者
氏
名
　
※
ふ
ぐ
処
理
す
る
営
業
の
場
合

施
設
の
構
造
及
び
設
備
を
示
す
図
面
（
事
業
譲
渡
の
場
合
は
省
略
可
）

（
飲
用
に
適
す
る
水
使
用
の
場
合
）
水
質
検
査
の
結
果

営
業
を
譲
り
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
旨

□

(
2
)
食
品
衛
生
法
第
5
9
条
か
ら
第
6
1
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
2
年
を
経
過
し
て
い
な
い

こ
と
。

□

(
3
)
法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
う
ち
に
(
1
)
(
2
)
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

□

（
裏
：
許
可
の
み
）

申請者・届出者情報

法
第
5
5
条
第
2
項
関
係

該
当
に
は

☑

(
1
)
食
品
衛
生
法
又
は
同
法
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
て
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た

日
か
ら
起
算
し
て
2
年
を
経
過
し
て
い
な
い
こ
と
。

営業施設情報

令
第
1
3
条
に
規
定
す
る
食
品
又
は
添
加

物
の
別

資
格
の
種
類

受
講
し
た
講
習
会

講
習
会
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

業種に応じた情報

飲
食
店
の
う
ち
簡
易
飲
食
店
営
業
の
施
設

□
生
食
用
食
肉
の
加
工
又
は
調
理
を
行
う
施
設

添付書類

□

□
□

事業譲渡営業許可業種

許
可
番
号
及
び
許
可
年
月
日

営
　
業
　
の
　
種
　
類

2

年
　
　
　
月
　
　
　
日

備考

年
　
　
　
月
　
　
　
日

3

□

ふ
ぐ
の
処
理
を
行
う
施
設

□

認
定
番
号
等

□

備
考

1

年
　
　
　
月
　
　
　
日

□
□

□
□

4

年
　
　
　
月
　
　
　
日

第
４
号
様
式
（
第
５
条
関
係
）

（
表
：
許
可
・
届
出
共
通
）

整
理
番
号
：

食
品
衛
生
法
（
第
5
5
条
第
1
項
・
第
5
7
条
第
1
項
）
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
提
出
し
ま
す
。

※
以
下
の
情
報
は
「
官
民
デ
ー
タ
活
用
推
進
基
本
法
」
の
目
的
に
沿
っ
て
、
原
則
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
と
し
て
公
開
し
ま
す
。

申
請
者
又
は
届
出
者
の
氏
名
等
の
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
に
不
都
合
が
あ
る
場
合
は
、
次
の
欄
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。
（
チ
ェ
ッ
ク
欄
　
□
）

郵
便
番
号
：

電
話
番
号
：

F
A
X
番
号
：

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
：

法
人
番
号
※
：

申
請
者
・
届
出
者
住
所
　
※
法
人
に
あ
っ
て
は
、
所
在
地

（
ふ
り
が
な
）

（
生
年
月
日
）

申
請
者
・
届
出
者
氏
名
　
※
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

郵
便
番
号
：

電
話
番
号
：

F
A
X
番
号
：

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
：

施
設
の
所
在
地

（
ふ
り
が
な
）

施
設
の
名
称
、
屋
号
又
は
商
号

（
ふ
り
が
な
）

資
格
の
種
類

食
品
衛
生
責
任
者
の
氏
名
　

受
講
し
た
講
習
会

主
と
し
て
取
り
扱
う
食
品
、
添
加
物
、
器
具
又
は
容
器
包
装

自
由
記
載

自
動
販
売
機
の
型
番

業
態

※

H
A
C
C
P
に
基
づ
く
衛
生
管
理

H
A
C
C
P
の
考
え
方
を
取
り
入
れ
た
衛
生
管
理

（
ふ
り
が
な
）

電
話
番
号

担
当
者
氏
名

年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

※
申
請
者
、
届
出
者
に
よ
る
記
載
は
不
要
で
す
。

大
分
県
知
事
　
　
　
殿

　
　
　
　
　
　
営
業
許
可
申
請
書
・
営
業
届
（
新
規
、
継
続
）

申請者・届出者情報

年
　
　
　
月
　
　
　
日
生

営業施設情報

食
管
・
食
監
・
調
・
製
・
栄
・
船
舶
・
と
畜
・
食
鳥

※
合
成
樹
脂
が
使
用
さ
れ
た
器
具
又
は
容
器
包
装
を
製
造
す
る
営
業

者
を
除
く
。

都
道
府
県
知
事
等
の
講
習
会
（
適
正
と
認
め
る
場
合
を
含
む
。
）

講
習
会
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

H
A
C
C
P
の
取
組

引
き
続
き
営
業
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。

た
だ
し
、
複
合
型
そ
う
ざ
い
製
造
業
、
複
合
型
冷
凍
食
品
製
造
業
の
場
合
は
新
規
の
場
合
を
含
む
。

□□
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業種に応じた情報

指
定
成
分
等
含
有
食
品
を
取
り
扱
う
施
設

□

輸
出
食
品
取
扱
施
設

※
こ
の
申
請
等
の
情
報
は
、
国
の
事
務
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
輸
出
時
の
要
件
確
認
等
の
た
め
に
使
用
し
ま
す
。

□

営業届出

営
　
業
　
の
　
形
　
態

備
考

1

担当者



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

五

（
規
則
）

第
５
号
様
式

（
第

６
条

関
係

）

（
表

）
整

理
番

号
：

殿

※
以

下
の

情
報

は
「

官
民

デ
ー

タ
活

用
推

進
基

本
法

」
の

目
的

に
沿

っ
て

、
原

則
オ

ー
プ

ン
デ

ー
タ

と
し

て
公

開
し

ま
す

。

申
請

者
又

は
届

出
者

の
氏

名
等

の
オ

ー
プ

ン
デ

ー
タ

に
不

都
合

が
あ

る
場

合
は

、
次

の
欄

に
チ

ェ
ッ

ク
し

て
く

だ
さ

い
。

（
チ

ェ
ッ

ク
欄

　
□

）

※郵
便

番
号

：
電

話
番

号
：

F
A
X
番

号
：

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
：

法
人

番
号

：

届
出

者
住

所
　

※
法

人
に

あ
っ

て
は

、
所

在
地

（
ふ

り
が

な
）

届
出

者
氏

名
　

※
法

人
に

あ
っ

て
は

、
そ

の
名

称
及

び
代

表
者

の
氏

名
被

相
続

人
と

の
続

柄

法
人
番
号
：

分
割
前
の
法
人
の
名
称
及
び
代

表
者
の
氏
名

（
ふ
り
が
な
）

分
割
前
の
法
人
の
所
在
地

分
割
年
月
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

添
付
書
類

□
登
記
事
項
証
明
書
（
分
割
に
よ
り
営
業
を
承
継
し
た
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
）

合
併
年
月
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

添
付
書
類

□
登
記
事
項
証
明
書
（
合
併
後
存
続
す
る
法
人
又
は
設
立
さ
れ
た
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書
）

分割前の法人

郵
便
番
号
：

電
話
番
号
：

F
A
X
番
号
：

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
：

合併により消滅した法人

郵
便
番
号
：

電
話
番
号
：

F
A
X
番
号
：

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
：

法
人
番
号
：

合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
法
人
の

名
称
及
び
代
表
者
氏
名

（
ふ
り
が
な
）

合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
法
人
の

所
在
地 添

付
書
類

□
戸
籍
謄
本
　
又
は
　
□
法
定
相
続
情
報
一
覧
図
の
写
し
　
　
　
　
□
同
意
書
（
相
続
人
が
二
人
以
上
い
る
場
合
）

被相続人

郵
便
番
号
：

電
話
番
号
：

F
A
X
番
号
：

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
：

被
相
続
人
の
氏
名

（
ふ
り
が
な
）

年
　

　
　

月
　

　
　

日
 
 
 

※
申

請
者

、
届

出
者

に
よ

る
記

載
は

不
要

で
す

。

大
分

県
知

事

地
位

承
継

届
下
記
の
と
お
り
、
許
可
営
業
者
の
地
位
を
承
継
（
相
続
・
合
併
・
分
割
）
し
た
の
で
、
食
品
衛
生
法
（
第
5
6
条
第
２
項
・
第
5
7
条
第
２
項
）
の
規
定
に
基
づ
き

届
け
出
ま
す
。

承
継

す
る

施
設

が
輸

出
食

品
取

扱
施

設
の

場
合

、
申

請
等

の
情

報
は

、
国

の
事

務
に

必
要

な
限

度
に

お
い

て
、

輸
出

時
の

要
件

確
認

等
の

た
め

に
使

用
し

ま
す

。

地位を承継する者の情報

生
年

月
日

　
　

　
　

　
　

年
　

　
　

月
　

　
　

日
生

被
相
続
人
の
住
所

相
続
開
始
年
月
日

　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

（
裏

）

郵
便

番
号

：
電

話
番

号
：

F
A
X
番

号
：

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
：

施
設

の
所

在
地

（
ふ

り
が

な
）

施
設

の
名

称
、

屋
号

、
商

号

郵
便

番
号

：
電

話
番

号
：

F
A
X
番

号
：

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
：

施
設

の
所

在
地

（
ふ

り
が

な
）

施
設

の
名

称
、

屋
号

、
商

号

郵
便

番
号

：
電

話
番

号
：

F
A
X
番

号
：

電
子

メ
ー

ル
ア

ド
レ

ス
：

施
設

の
所

在
地

（
ふ

り
が

な
）

施
設

の
名

称
、

屋
号

、
商

号

許
可

番
号

及
び

許
可

年
月

日
※

許
可

営
業

の
場

合
の

み
記

入
営
業
の
種
類

備考

番
号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

年
 
　

月
 
　

日

番
号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

年
 
　

月
 
　

日

番
号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

年
 
　

月
 
　

日

番
号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

年
 
　

月
 
　

日

番
号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

年
 
　

月
 
　

日

営業施設情報
備
考

番
号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

年
 
　

月
 
　

日

営業施設情報

番
号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

年
 
　

月
 
　

日

番
号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

年
 
　

月
 
　

日

備
考

番
号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

年
 
　

月
 
　

日

番
号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

年
 
　

月
 
　

日

許
可

番
号

及
び

許
可

年
月

日
※

許
可

営
業

の
場

合
の

み
記

入
営
業
の
種
類

番
号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

年
 
　

月
 
　

日

番
号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

年
 
　

月
 
　

日

番
号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

年
 
　

月
 
　

日

番
号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

年
 
　

月
 
　

日

営業施設情報
許

可
番

号
及

び
許

可
年

月
日

※
許

可
営

業
の

場
合

の
み

記
入

営
業
の
種
類

備
考

番
号

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

年
 
　

月
 
　

日



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

六

（
規
則
）

第
６
号
様
式
（
第
７
条
関
係
）

（
表
：
許
可
・
届
出
共
通
）

整
理
番
号
：

※
太太
枠枠
内内
に
つ
い
て
は
変
更
が
あ
る
項
目
の
み
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

※
変
更
が
あ
る
項
目
に
つ
い
て
は
、
項
目
名
を
○○
で
囲
ん
で
く
だ
さ
い
。

食
品
衛
生
法
施
行
規
則
（
第
7
1
条
）
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
提
出
し
ま
す
。

※
以
下
の
情
報
は
「
官
民
デ
ー
タ
活
用
推
進
基
本
法
」
の
目
的
に
沿
っ
て
、
原
則
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
と
し
て
公
開
し
ま
す
。

申
請
者
又
は
届
出
者
の
氏
名
等
の
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
に
不
都
合
が
あ
る
場
合
は
、
次
の
欄
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。
（
チ
ェ
ッ
ク
欄
　
□
）

郵
便
番
号
：

電
話
番
号
：

F
A
X
番
号
：

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
：

法
人
番
号
：

申
請
者
・
届
出
者
住
所
　
※
法
人
に
あ
っ
て
は
、
所
在
地

（
ふ
り
が
な
）

（
生
年
月
日
）

申
請
者
・
届
出
者
氏
名
　
※
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

郵
便
番
号
：

電
話
番
号
：

F
A
X
番
号
：

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
：

施
設
の
所
在
地

（
ふ
り
が
な
）

施
設
の
名
称
、
屋
号
又
は
商
号

（
ふ
り
が
な
）

資
格
の
種
類

食
品
衛
生
責
任
者
の
氏
名
　

受
講
し
た
講
習
会

主
と
し
て
取
り
扱
う
食
品
、
添
加
物
、
器
具
又
は
容
器
包
装

自
由
記
載

自
動
販
売
機
の
型
番

業
態

※

H
A
C
C
P
に
基
づ
く
衛
生
管
理

H
A
C
C
P
の
考
え
方
を
取
り
入
れ
た
衛
生
管
理

（
ふ
り
が
な
）

電
話
番
号

担
当
者
氏
名

年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

※
申
請
者
、
届
出
者
に
よ
る
記
載
は
不
要
で
す
。

大
分
県
知
事
　
　
　
　
殿

営
業
許
可
申
請
書
・
営
業
届
（
変
更
）

申請者・届出者情報

年
　
　
　
月
　
　
　
日
生

営業施設情報

食
管
・
食
監
・
調
・
製
・
栄
・
船
舶
・
と
畜
・
食
鳥

※
合
成
樹
脂
が
使
用
さ
れ
た
器
具
又
は
容
器
包
装
を
製
造
す
る
営
業
者
を
除

く
。

都
道
府
県
知
事
等
の
講
習
会
（
適
正
と
認
め
る
場
合
を
含
む
。
）

講
習
会
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

H
A
C
C
P
の
取
組

引
き
続
き
営
業
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。

た
だ
し
、
複
合
型
そ
う
ざ
い
製
造
業
、
複
合
型
冷
凍
食
品
製
造
業
の
場
合
は
新
規
の
場
合
を
含
む
。

□□
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業種に応じた情報

指
定
成
分
等
含
有
食
品
を
取
り
扱
う
施
設

□

輸
出
食
品
取
扱
施
設

※
こ
の
申
請
等
の
情
報
は
、
国
の
事
務
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
輸
出
時
の
要
件
確
認
等
の
た
め
に
使
用
し
ま
す
。

□

営業届出

営
　
業
　
の
　
形
　
態

備
考

1

担当者

□
①
全
粉
乳
（
容
量
が
1
,
4
0
0
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
缶
に
収
め
ら
れ
た
も
の
）

□
②
加
糖
粉
乳
□
⑤
魚
肉
ハ
ム

□
⑧
食
用
油
脂
（
脱
色
又
は
脱
臭
の
過
程
を
経
て
製
造
さ
れ
る
も
の
）

□
③
調
製
粉
乳
□
⑥
魚
肉
ソ
ー
セ
ー
ジ

□
⑨
マ
ー
ガ
リ
ン

□
⑪
添
加
物
（
法
第
1
1
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
規
格
が
定
め
ら
れ
た
も
の
）

□
④
食
肉
製
品
□
⑦
放
射
線
照
射
食
品

□
⑩
シ
ョ
ー
ト
ニ
ン
グ

（
ふ
り
が
な
）

食
品
衛
生
管
理
者
の
氏
名
　
※
「
食
品
衛
生
管
理
者
選
任
（
変
更
）
届
」
も
別
途
必
要
。

使
用
水
の
種
類

自
動
車
登
録
番
号

※
自
動
車
に
お
い
て
調
理
を
す
る
営
業
の
場
合

①
水
道
水
（
□
水
道
水

□
専
用
水
道

□
簡
易
専
用
水
道
）

②
□
①
以
外
の
飲
用
に
適
す
る
水

（
ふ
り
が
な
）

ふ
ぐ
処
理
者
氏
名
　
※
ふ
ぐ
処
理
す
る
営
業
の
場
合

施
設
の
構
造
及
び
設
備
を
示
す
図
面
（
事
業
譲
渡
の
場
合
は
省
略
可
）

（
飲
用
に
適
す
る
水
使
用
の
場
合
）
水
質
検
査
の
結
果

□

(
2
)
食
品
衛
生
法
第
5
9
条
か
ら
第
6
1
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
2
年
を
経
過
し
て
い

な
い
こ
と
。

□

(
3
)
法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
う
ち
に
(
1
)
(
2
)
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

□

（
裏
：
許
可
の
み
）

申請者・届出者情報

法
第
5
5
条
第
2
項
関
係

該
当
に
は

☑

(
1
)
食
品
衛
生
法
又
は
同
法
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
て
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く

な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
3
年
を
経
過
し
て
い
な
い
こ
と
。

営業施設情報

令
第
1
3
条
に
規
定
す
る
食
品
又
は
添

加
物
の
別

資
格
の
種
類

受
講
し
た
講
習
会

講
習
会
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

業種に応じた情報

飲
食
店
の
う
ち
簡
易
飲
食
店
営
業
の
施
設

□
生
食
用
食
肉
の
加
工
又
は
調
理
を
行
う
施
設

添付書類

□

□
□

年
　
　
　
月
　
　
　
日

備考

年
　
　
　
月
　
　
　
日

3

年
　
　
　
月
　
　
　
日

営業許可業種

2

□

ふ
ぐ
の
処
理
を
行
う
施
設

□

認
定
番
号
等

□

備
考

1

年
　
　
　
月
　
　
　
日

□
□

□
□

許
可
番
号
及
び
許
可
年
月
日

営
　
業
　
の
　
種
　
類

4



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

七

（
規
則
）

第
７
号
様
式
（
第
８
条
関
係
）

（
表
：
許
可
・
届
出
共
通
）

整
理
番
号
：

※
太太
枠枠
内内
のの
みみ
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
請
者
、
届
出
者
に
よ
る
記
載
は
不
要
で
す
。

食
品
衛
生
法
施
行
規
則
（
第
7
1
条
の
２
）
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
関
係
書
類
を
提
出
し
ま
す
。

※
以
下
の
情
報
は
「
官
民
デ
ー
タ
活
用
推
進
基
本
法
」
の
目
的
に
沿
っ
て
、
原
則
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
と
し
て
公
開
し
ま
す
。

申
請
者
又
は
届
出
者
の
氏
名
等
の
オ
ー
プ
ン
デ
ー
タ
に
不
都
合
が
あ
る
場
合
は
、
次
の
欄
に
チ
ェ
ッ
ク
し
て
く
だ
さ
い
。
（
チ
ェ
ッ
ク
欄
　
□
）

郵
便
番
号
：

電
話
番
号
：

F
A
X
番
号
：

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
：

法
人
番
号
：

申
請
者
・
届
出
者
住
所
　
※
法
人
に
あ
っ
て
は
、
所
在
地

（
ふ
り
が
な
）

（
生
年
月
日
）

申
請
者
・
届
出
者
氏
名
　
※
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

郵
便
番
号
：

電
話
番
号
：

F
A
X
番
号
：

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
：

施
設
の
所
在
地

（
ふ
り
が
な
）

施
設
の
名
称
、
屋
号
又
は
商
号

（
ふ
り
が
な
）

資
格
の
種
類

食
品
衛
生
責
任
者
の
氏
名
　

受
講
し
た
講
習
会

主
と
し
て
取
り
扱
う
食
品
、
添
加
物
、
器
具
又
は
容
器
包
装

自
由
記
載

自
動
販
売
機
の
型
番

業
態

※

H
A
C
C
P
に
基
づ
く
衛
生
管
理

H
A
C
C
P
の
考
え
方
を
取
り
入
れ
た
衛
生
管
理

（
ふ
り
が
な
）

電
話
番
号

担
当
者
氏
名

廃
業
年
月
日

担当者
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業種に応じた情報

指
定
成
分
等
含
有
食
品
を
取
り
扱
う
施
設

□

輸
出
食
品
取
扱
施
設

※
こ
の
申
請
等
の
情
報
は
、
国
の
事
務
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
輸
出
時
の
要
件
確
認
等
の
た
め
に
使
用
し
ま
す
。

□

営業届出

営
　
業
　
の
　
形
　
態

備
考

1

年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

大
分
県
知
事
　
　
　
殿

営
業
許
可
申
請
書
・
営
業
届
（
廃
業
）

申請者・届出者情報

年
　
　
　
月
　
　
　
日
生

営業施設情報

食
管
・
食
監
・
調
・
製
・
栄
・
船
舶
・
と
畜
・
食
鳥

※
合
成
樹
脂
が
使
用
さ
れ
た
器
具
又
は
容
器
包
装
を
製
造
す
る
営
業
者
を
除
く
。

都
道
府
県
知
事
等
の
講
習
会
（
適
正
と
認
め
る
場
合
を
含
む
。
）

講
習
会
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

H
A
C
C
P
の
取
組

引
き
続
き
営
業
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。

た
だ
し
、
複
合
型
そ
う
ざ
い
製
造
業
、
複
合
型
冷
凍
食
品
製
造
業
の
場
合
は
新
規
の
場
合
を
含
む
。

□□

□
①
全
粉
乳
（
容
量
が
1
,
4
0
0
グ
ラ
ム
以
下
で
あ
る
缶
に
収
め
ら
れ
た
も
の
）

□
②
加
糖
粉
乳

□
⑤
魚
肉
ハ
ム

□
⑧
食
用
油
脂
（
脱
色
又
は
脱
臭
の
過
程
を
経
て
製
造
さ
れ
る
も
の
）

□
③
調
製
粉
乳

□
⑥
魚
肉
ソ
ー
セ
ー
ジ

□
⑨
マ
ー
ガ
リ
ン

□
⑪
添
加
物
（
法
第
1
1
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
規
格
が
定
め
ら
れ
た
も
の
）

□
④
食
肉
製
品

□
⑦
放
射
線
照
射
食
品

□
⑩
シ
ョ
ー
ト
ニ
ン
グ

（
ふ
り
が
な
）

食
品
衛
生
管
理
者
の
氏
名
　
※
「
食
品
衛
生
管
理
者
選
任
（
変
更
）
届
」
も
別
途
必
要
。

使
用
水
の
種
類

自
動
車
登
録
番
号
※
自
動
車
に
お
い
て
調
理
を
す
る
営
業
の
場
合

①
水
道
水
（
□
水
道
水

□
専
用
水
道

□
簡
易
専
用
水
道

）

②
□
①
以
外
の
飲
用
に
適
す
る
水

（
ふ
り
が
な
）

ふ
ぐ
処
理
者
氏
名
　
※
ふ
ぐ
処
理
す
る
営
業
の
場
合

施
設
の
構
造
及
び
設
備
を
示
す
図
面
（
事
業
譲
渡
の
場
合
は
省
略
可
）

（
飲
用
に
適
す
る
水
使
用
の
場
合
）
水
質
検
査
の
結
果

年
　
　
　
月
　
　
　
日

2

□
□

4

年
　
　
　
月
　
　
　
日

備考

年
　
　
　
月
　
　
　
日

3

年
　
　
　
月
　
　
　
日

営業許可業種

許
可
番
号
及
び
許
可
年
月
日

営
　
業
　
の
　
種
　
類

備
考

1

業種に応じた情報

飲
食
店
の
う
ち
簡
易
飲
食
店
営
業
の
施
設

□
生
食
用
食
肉
の
加
工
又
は
調
理
を
行
う
施
設

□

ふ
ぐ
の
処
理
を
行
う
施
設

□

認
定
番
号
等

添付書類

□
□

□
□

□
□

営業施設情報

令
第
1
3
条
に
規
定
す
る
食
品
又
は
添
加
物

の
別

資
格
の
種
類

受
講
し
た
講
習
会

講
習
会
名
称
　
　
　
　
　
　
　
　
　
年
　
　
　
月
　
　
　
日

（
裏
：
許
可
の
み
）

申請者・届出者情報

法
第
5
5
条
第
2
項
関
係

該
当
に
は

☑

(
1
)
食
品
衛
生
法
又
は
同
法
に
基
づ
く
処
分
に
違
反
し
て
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た

日
か
ら
起
算
し
て
3
年
を
経
過
し
て
い
な
い
こ
と
。

□

(
2
)
食
品
衛
生
法
第
5
9
条
か
ら
第
6
1
条
ま
で
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し
の
日
か
ら
起
算
し
て
2
年
を
経
過
し
て
い
な
い

こ
と
。

□

(
3
)
法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
員
の
う
ち
に
(
1
)
(
2
)
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
も
の

□



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

八

（
規
則
）

第
８
号
様
式
（
第
９
条
関
係
）

整
理
番
号
：

届
出
者
に
よ
る
記
載
は
不
要
で
す
。

※
食
品
表
示
法
に
関
す
る
自
主
回
収
の
場
合
は
、
食
品
関
連
事
業
者
の
主
た
る
事
務
所
を
所
管
す
る
都
道
府
県
知
事
等
又
は
消
費
者
庁
長
官
宛
て

食
品
衛
生
法
第
5
8
条
第
１
項
□
　
食
品
表
示
法
第
1
0
条
の
２
□
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
食
品
等
の
自
主
回
収
を
届
け
出
ま
す
。

郵
便
番
号
：

電
話
番
号
：

F
A
X
番
号
：

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
：

法
人
番
号
：

届
出
者
住
所
　
※
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
ふ
り
が
な
）

届
出
者
氏
名
　
※
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

※
食
品
表
示
法
に
関
す
る
自
主
回
収
の
場
合
は
表
示
に
責
任
を
有
す
る
者

郵
便
番
号
：

電
話
番
号
：

F
A
X
番
号
：

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
：

法
人
番
号
：

回
収
担
当
部
門
所
在
地
　

回
収
担
当
部
門
・
担
当
者
氏
名
（
ふ
り
が
な
）

※
食
品
表
示
法
に
関
す
る
自
主
回
収
の
場
合
は
表
示
に
責
任
を
有
す
る
者

郵
便
番
号
：

電
話
番
号
：

F
A
X
番
号
：

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
：

法
人
番
号
：

委
託
事
業
者
住
所
　
※
法
人
に
あ
っ
て
は
、
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
ふ
り
が
な
）

委
託
事
業
者
氏
名
　
※
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名

郵
便
番
号
：

電
話
番
号
：

F
A
X
番
号
：

電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス
：

製
造
所
又
は
加
工
所
の
所
在
地

（
ふ
り
が
な
）

製
造
所
又
は
加
工
所
の
名
称
（
屋
号
、
商
号
は
追
記
し
て
く
だ
さ
い
。
）
※
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
名
称

食
品
等
の
一
般
名
称
：

商
品
名
：

食
品
等
の
特
定
情
報
（
形
態
、
内
容
量
、
消
費
期
限
、
賞
味
期
限
、
Ｊ
Ａ
Ｎ
コ
ー
ド
、
製
造
番
号
、
ロ
ッ
ト
番
号
、
表
示
事
項
、
出
荷
者
、
農
場
等
）

回
収
の
理
由

内
容

①
食
品
衛
生
法
に
違
反

②
食
品
衛
生
法
に
違
反
す
る
お
そ
れ

③
食
品
表
示
法
に
違
反

④
食
品
表
示
法
に
違
反
す
る
お
そ
れ

(
注
）
一
次
産
品
の
場
合
は
、
出
荷
者
等
の
営
業
所
等
の
情
報
　
（
注
）
輸
入
品
の
場
合
は
、
輸
入
業
者
の
営
業
所
等
の
情
報

年
　
　
　
　
月
　
　
　
　
日

大
分
県
知
事
　
　
　
殿

自
　
主
　
回
　
収
　
届
（
着
手
・
変
更
・
終
了
）

※
変
更
、
終
了
を
届
け
出
る
場
合
は
、
変
更
箇
所
の
み
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
太
枠
内
は
変
更
等
が
な
い
場
合
も
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。
太
枠
内
を
変
更
す
る
場
合
は
、
変
更
箇
所
が
わ

か
る
よ
う
に
丸
印
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
。

　
回回
収収
委委
託託
先先
情情
報報
に
つ
い
て
は
営
業
者
（
届
出
者
）
が
回
収
の
事
務
を
他
の
者
に
指
示
し
、
又
は
委
託
し
た
場
合
は
記
載
し
て
く
だ
さ
い
。

届出者情報回収担当部門回収委託先情報

法
人
番
号
：

□□

製造所又は加工所情報(注)回収する食品等の情報等

※
多
数
あ
る
場
合
は
、
別
紙
に
リ
ス
ト
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

□

（
表
）□

回
収
着
手
時
点
に
お
け
る
販
売
状
況
（
販
売
地
域
、
販
売
先
、
販
売
日
、
販
売
数
量
等
）
※
多
数
あ
る
場
合
は
、
別
紙
に
リ
ス
ト
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

回
収
に
着
手
し
た
年
月
日

回
収
の
方
法
（
回
収
方
法
、
回
収
情
報
の
周
知
方
法
、
問
合
せ
先
、
回
収
品
の
保
管
場
所
、
回
収
後
の
対
応
、
回
収
終
了
予
定
等
）

回
収
状
況
（
販
売
数
量
に
対
す
る
回
収
数
量
、
回
収
終
了
等
）
※
届
出
時
点

健
康
被
害
の
発
生
状
況
（
生
命
又
は
身
体
に
対
す
る
危
害
の
発
生
の
有
無
）

健
康
へ
の
危
険
の
程
度
※
都
道
府
県
等
に
お
い
て
記
載

内
容
※
都
道
府
県
等
に
お
い
て
記
載

画
像
(
商
品
の
全
体
が
わ
か
る
画
像
、
表
示
(
食
品
関
連
事
業
者
、
製
造
所
・
加
工
所
、
消
費
期
限
、
賞
味
期
限
、
J
A
N
コ
ー
ド
、
製
造
番
号
・
ロ
ッ
ト
番
号
等
)

※
多
数
あ
る
場
合
は
、
別
紙
に
リ
ス
ト
を
添
付
し
て
く
だ
さ
い
。

備
考

（
ふ
り
が
な
）

電
話
番
号

担
当
者
氏
名

年
　
　
　
月
　
　
　
日

回収する食品等の情報等

　
（
裏
）

担当者



令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
報
号
外

九

（
規
則
）

　
　
　
　
　
　
　

　

大
分
県
食
の
安
全
・
安
心
推
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
十
号

　
　
　

大
分
県
食
の
安
全
・
安
心
推
進
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

大
分
県
食
の
安
全
・
安
心
推
進
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
七
年
大
分
県
規
則
第
六
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
中
「
平
成
十
七
年
県
条
例
第
十
九
号
」
を
「
平
成
十
七
年
大
分
県
条
例
第
十
九
号
」
に
改
め
る
。

　

第
三
条
か
ら
第
五
条
ま
で
を
削
る
。

　

第
六
条
第
一
号
中
「
条
例
第
二
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
ふ
ぐ
処
理
施
設
届
出
済
証
を
交
付
さ
れ
た
」

を
「
ふ
ぐ
処
理
施
設
の
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
条
と
し
、
第
七
条
を
第
四
条
と
す
る
。

　

第
八
条
中
「
第
三
号
様
式
」
を
「
第
一
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
五
条
と
す
る
。

　

第
九
条
中
「
第
四
号
様
式
」
を
「
第
二
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
六
条
と
し
、
第
十
条
か
ら
第
十
二

条
ま
で
を
三
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
十
三
条
第
一
項
中
「
第
五
号
様
式
」
を
「
第
三
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
六
号
様
式
」

を
「
第
四
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
第
七
号
様
式
」
を
「
第
五
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第

十
条
と
す
る
。

　

第
十
四
条
中
「
第
八
号
様
式
」
を
「
第
六
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
一
条
と
す
る
。

　

第
十
五
条
第
一
項
中
「
第
十
七
条
第
三
項
の
」
の
下
に
「
規
定
に
よ
る
」
を
加
え
、
「
第
九
号
様
式
」
を

「
第
七
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
号
様
式
」
を
「
第
八
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十

二
条
と
す
る
。

　

第
十
六
条
中
「
第
十
一
号
様
式
」
を
「
第
九
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
三
条
と
し
、
第
十
七
条
を

第
十
四
条
と
し
、
第
十
八
条
を
第
十
五
条
と
す
る
。

　

第
十
九
条
か
ら
第
二
十
二
条
ま
で
を
削
り
、
第
二
十
三
条
を
第
十
六
条
と
す
る
。

　

第
二
十
四
条
中
「
食
品
衛
生
法
」
の
下
に
「
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
三
号
）
」
を
、
「
健
康

増
進
法
」
の
下
に
「
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
三
号
）
」
を
加
え
、
同
条
を
第
十
七
条
と
す
る
。

　

第
二
十
五
条
第
一
項
中
「
第
十
七
号
様
式
」
を
「
第
十
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
第
十
八
号

様
式
」
を
「
第
十
一
号
様
式
」
に
改
め
、
同
条
を
第
十
八
条
と
し
、
第
二
十
六
条
か
ら
第
三
十
条
ま
で
を
七

条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

　

第
一
号
様
式
及
び
第
二
号
様
式
を
削
る
。

　

第
三
号
様
式
中
「第

８
条
関
係

」
を
「第

５
条
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
一
号
様
式
と
す
る
。

　

第
四
号
様
式
中
「第

９
条
関
係

」
を
「第

６
条
関
係

」
に
、
「第

９
条
の

」
を
「第

６
条
の

」
に
改
め
、

同
様
式
を
第
二
号
様
式
と
す
る
。

　

第
五
号
様
式
中
「第

1
3
条
関
係

」
を
「第

1
0
条
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
三
号
様
式
と
す
る
。

　

第
六
号
様
式
中
「第

1
3
条
関
係

」
を
「第

1
0
条
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
四
号
様
式
と
す
る
。

　

第
七
号
様
式
の
表
中
「第

1
3
条
関
係

」
を
「第

1
0
条
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
五
号
様
式
と
す
る
。

　

第
八
号
様
式
中
「第

1
4
条
関
係

」
を
「第

1
1
条
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
六
号
様
式
と
す
る
。

　

第
九
号
様
式
中
「第

1
5
条
関
係

」
を
「第

1
2
条
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
七
号
様
式
と
す
る
。

　

第
十
号
様
式
中
「第

1
5
条
関
係

」
を
「第

1
2
条
関
係

」
に
、
「を

書
換
え

」
を
「の

書
換
え

」
に
、
「第

1
5
条
第
２
項

」
を
「第

1
2
条
第
２
項

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
八
号
様
式
と
す
る
。

　

第
十
一
号
様
式
中
「第

1
6
条
関
係

」
を
「第

1
3
条
関
係

」
に
、
「第

1
6
条
の

」
を
「第

1
3
条
の

」
に
改

め
、
同
様
式
を
第
九
号
様
式
と
す
る
。

　

第
十
二
号
様
式
か
ら
第
十
六
号
様
式
ま
で
を
削
る
。

　

第
十
七
号
様
式
中
「第

2
5
条
関
係

」
を
「第

1
8
条
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
号
様
式
と
す
る
。

　

第
十
八
号
様
式
中
「第

2
5
条
関
係

」
を
「第

1
8
条
関
係

」
に
改
め
、
同
様
式
を
第
十
一
号
様
式
と
す
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
六
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
食
品
衛
生
法
に
基
づ
く
営
業
施
設
の
基

　

準
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
条
例
（
令
和
三
年
大
分
県
条
例
第
十
号
）
第
二
条
の
規
定

　

に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
食
の
安
全
・
安
心
推
進
条
例
（
平
成
十
七
年
大
分
県
条
例
第
十
九
号
）
第
十
三

　

条
の
規
定
に
基
づ
き
知
事
に
報
告
が
あ
っ
た
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
大
分
県
食

　

の
安
全
・
安
心
推
進
条
例
施
行
規
則
第
五
条
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
も
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。


